
 令和２年４月３日 

保護者の皆様へ 

 横浜市教育委員会 

横浜市立新石川小学校 

                             校長 小嶋 千里 

市立学校における一斉臨時休業についてのお願い 

 保護者の皆様には、日頃より横浜の教育の推進に対して、ご理解・ご協力をいただき、

心より感謝申し上げます。 

 先日、「４月８日以降の学校再開について」のお知らせをいたしました。その後、新型コ

ロナウイルスの感染状況について、市内での爆発的な患者の急増は発生していないもの

の、市外での感染拡大の状況、神奈川県立学校での対応等を踏まえ、検討を重ねた結果、

現時点での教育活動の再開を延期することとしました。次の期間において一斉臨時休業と

します。またその間に「緊急受入れ」「校庭開放」「登校日」を実施します。また、本校で

は以下のように行いますのでご確認をお願いします。 

 

 

 

   ※ 臨時休業期間における情勢の変動等により、休業期間を延長する場合があります。 

 

４月 ８日（水）～10日（金）は 8:15～12:15（1～４年生） 

４月 13日（月）～20日（月）は 8:15～13:15(１年生) 

8:15～14:30(２～４年生) 

１～４年生及び個別支援学級（全学年）の児童のうち、保護者の就業、その他家庭で

の対応が困難な場合について、「緊急受入れ」を実施します。 

８時１５分～８時３０分に職員門を開門し、そこで受付をします。 

〇1年生は、原則として保護者等の送迎をお願いします。 

○できる限りマスクを着用するようにお願いします。 

〇持ち物  

□学習に必要なもの（学習ドリル、本など自分で取り組めるもの）､ 

□健康観察票（緊急受入れカード） 

□上履き 

□水筒 

□１３日からは、午後まで受入れの児童は昼食をもたせてください。 

 

 

緊急受入れと同日です。（14，15，16日は除きます） 

１～６年生 10:15～11:15 

〇全学年が対象です。緊急受入れで登校している児童も対象になります。 

〇汗を拭くためのハンカチやタオルと飲み物、健康観察票を持たせてください。 

次ページに続きます 

   ４月８日（水）から４月 20日（月）まで（土・日を除く） 

 

臨時休業期間 

緊急受入れ 

校庭開放 



 

 

クラスごとに登校日を設けます。 

各日とも 9:00開門(白門) 9：15～10：30 下校。 緊急受入れは通常通り行います。 

学年 14日（火） 15日（水） 16日（木） 

1年生 1年 1組、1年 3組 1年２組、1年４組  

２～６年生 1組 2組 3組 

 

〇学級を３つ（1年生は２つ）に分けて、別の教室で過ごします。 

○緊急受入れに来ている児童は、その時間は学級に入ります。 

〇学級担任、学年担当が、児童の様子を確かめ、学習や家庭での過ごし方などについ

て説明します。 

〇登校しない場合でも欠席にはなりませんが、学校へご連絡ください。 

（お休みの連絡は可能ならば連絡帳で、無理な場合は電話・ＦＡＸでお願いします。） 

〇14日～16日の登校日は集団登校は行いませんので登下校の安全には十分ご注意くだ

さい。低学年のご家庭はできる限り付き添いをお願いいたします。 

〇上履き、健康観察票、筆記用具、手提げを持たせてください。 

〇４月２１日（火）以降のことは後日お知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 新石川小学校 副校長 

（電話）９１１－６２８１ 

（ＦＡＸ）９１２－４８９２ 

登校日 

<お知らせ> 

〇放課後キッズクラブは利用区分２（留守家庭児童等）の児童のみを対象として開所し

ます。 

〇休業中の連絡は、一斉メール配信、学校 HP 等を通じて行います。メール登録がお済

でない方は必ず登録をお願いいたします。登録が完了するまでは学校ＨＰを毎日チェ

ックするようにお願いします。 

 


